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第  １  号 

〔 ３ 月 13 日 〕 
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平成２９年第１回阿見町議会定例会 

予算特別委員会会議録（第１号） 

 

○平成２９年３月１３日 午前１０時００分 開会 

            午後 １時３５分 散会 

 

○場  所   全員協議会室 

 

○出席委員   １８名 

         予算特別委員長  吉 田 憲 市 君 

          〃 副委員長  樋 口 達 哉 君 

              委員  紙 井 和 美 君 

              委員  石 引 大 介 君 

              委員  井 田 真 一 君 

              委員  高 野 好 央 君 

              委員  栗 原 宜 行 君 

              委員  野 口 雅 弘 君 

              委員  永 井 義 一 君 

              委員  海 野   隆 君 

              委員  平 岡   博 君 

              委員  久保谷   充 君 

              委員  川 畑 秀 慈 君 

              委員  難 波 千香子 君 

              委員  柴 原 成 一 君 

              委員  久保谷   実 君 

              委員  倉 持 松 雄 君 

              委員  佐 藤 幸 明 君 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席説明員  ２０名 

       町       長  天 田 富司男 君 
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       町 長 公 室 長           篠 﨑 慎 一 君 

       総 務 部 長           小 口 勝 美 君 

       町 民 生 活 部 長           篠 原 尚 彦 君 

       会 計 管 理 者 兼          
                  佐 藤 吉 一 君 
       会 計 課 長          

       政 策 秘 書 課 長           佐 藤 哲 朗 君 

       情 報 広 報 課 長           遠 藤 康 裕 君 

       国 体 推 進 室 長           建 石 智 久 君 

       道の駅整備推進室長           湯 原 一 博 君 

       総 務 課 長           青 山 公 雄 君 

       財 政 課 長           大 塚 芳 夫 君 

       管 財 課 長           飯 村 弘 一 君 

       税 務 課 長           菊 池   彰 君 

       収 納 課 長           村 田 敦 志 君 

       町民活動推進課長兼男女           
       共同参画推進室長兼男女          髙 須   徹 君 
       共同参画センター所長          

       町 民 課 長           飯 山 裕見子 君 

       う ず ら 出 張 所 長           武 井   浩 君 

       交 通 防 災 課 長           白 石 幸 也 君 

       環 境 政 策 課 長           柳 生 典 昭 君 

       廃棄物対策課長兼          
                  石 神 和 喜 君 
       霞クリーンセンター所長 

 

○議会事務局出席者  ２名 

       事 務 局 長           吉 田   衛 

       書       記  大 竹   久 

 

○審査議案 

      ・議案第２８号 平成２９年度阿見町一般会計予算 
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平成２９年第１回阿見町議会定例会予算特別委員会 

 

議事日程第１号 

 平成２９年３月１３日 午前１０時開会 

 

日程第１ 一般会計歳入歳出関係の質疑について 

議 案 名 区  分 審 査 項 目 審査範囲 

 

 

 

議案第２８号 

平成２９年度阿見町

一般会計予算 

歳  入 

関  係 

一般会計の内，総務常任委員会

所管事項 

全  般 

 

歳  出 

関  係 

第１款・議 会 費 全  般 

第２款・総 務 費 全  般 

第４款・衛 生 費 全  般 

第８款・消 防 費 全  般 

第９款・教 育 費 全  般 

第11款・公 債 費 全  般 

第12款・諸 支 出 金 全  般 
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午前１０時００分開会 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 皆さん，おはようございます。定刻になりましたので，た

だいまより予算委員会を開催いたします。 

 その前に一言御挨拶を申し上げます。大相撲の春場所もね，ようやく始まりまして，稀勢の

里も白星スタートということで，非常によかったなというふうに思っております。その反面ね，

ファンの皆さんとかね，後援会の皆さんのかなりの期待をかけてたと思うんで，本人はかなり

の緊張をしたんじゃないかなというふうに思います。その緊張は言葉にあらわせないぐらいの

ね，緊張感があったんじゃないかななんてふうに想像はしております。 

 予算審議でございます。そのぐらいの緊張感を持って，ひとつね，我々は町民の代弁者でも

ございますから，しっかりとね，質疑をしていただいて，それで質疑はですね，町民のために

するんだと。それでまた，回答は町民が受けるんだということで真摯に受けとめてですね，ひ

とつ慎重の上にも慎重の審議をしていただきたいというふうに思いまして，お願いを申し上げ

まして，御挨拶とさしていただきます。 

 それでは，議長さんが出席されておりますので，議長，一言御挨拶お願いいたします。 

○議長（紙井和美君） おはようございます。今，委員長からもお話がありましたけども，し

っかりと慎重審議行っていきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ありがとうございました。続きまして，執行部を代表いた

しまして町長から御挨拶をお願いいたします。 

○町長（天田富司男君） 皆さん，おはようございます。３月というと，やはり卒業式という

ことで，別れの季節だなと。また，新しく一歩踏み出す，そういう季節なのかなと思います。 

 今日は県立高校の発表があるということで，いろんな面でどきどきしているんじゃないかな

と，保護者ともども，どきどきしてるんじゃないかなと。それぞれがいいスタートを切れれば

いいなと，そういう思いをしております。 

 今日は，先ほどから言われたとおり，慎重審議，よろしくお願いいたします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ありがとうございました。 

 それでは，本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席委員は17名で，定足数に達しておりますので，会議は成立いたしました。 

 本日の議事につきましては，お手元に配付いたしました委員会次第の日程によって進めたい

と思います。御了承願います。 

 委員並びに執行部各位に申し上げます。発言の際は挙手の上，委員長の許可を受けてからお

願いいたします。また，質問される際，質問事項が３問以上にわたる場合は，３問ずつに区切

って質問されるよう，あわせてお願いを申し上げます。 
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 なお，議会基本条例第５条第１項第３号の規定により執行機関には，反問権を付与しており

ますので，議員の質問等に対し，反問する場合には挙手の上，反問したい旨を述べた後，委員

長の許可を得てから反問してください。 

 これより議事に入ります。 

 今定例会において，当委員会に付託されました議案の審査を行います。 

 本日は，総務所管分の一般会計予算の質疑を行います。 

 当委員会に付託されました議案は，お手元に配付いたしました委員会次第に記載したとおり

でございます。 

 なお，質問の順序については，歳入から行い，歳出については，款項目の項ごとに議会費か

ら順番に行いますので，発言の際，予算書のページ数を申し上げてから質問してください。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

○予算特別委員長（吉田憲市君） まず初めに，議案第28号，平成29年度阿見町一般会計予算

のうち総務所管事項を議題といたします。 

 初めに，歳入，ページ数11ページから24ページについて，各委員の質疑を許します。ござい

ませんか。 

 永井委員。失礼しました。緊張が，しているもんですから。 

○委員（永井義一君） おはようございます。委員長も緊張してるということで。歳入のほう

なんですけども，13ページのところなんですけども，この中で，議会の初日も，町長のほうか

ら，地方交付税，真ん中のとこにありますけども，これが9.3％減ということになったという

ことで話ありましたけども，昨年から見て約6,900万，約7,000万減なんですけども，この辺の

ちょっと要因，わかればお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。財政課長大塚芳

夫君。 

○財政課長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。地方交付税の増減でございますけれど

も，地方交付税については，普通交付税と特別交付税というふうにあるかと思います。地方交

付税について，国のほうのですね，地方財政計画というのがございまして，それの伸び率をで

すね，ベースに29年度の当初予算は計上してございます。 

 国のほうの平成29年度地方財政計画におきましては，地方交付税の伸び率というのはマイナ

ス2.2％減というふうになっておりまして，その率をですね，加味して，今回は地方交付税の

ほうのこの額ということで計上さしていただいたものでございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 
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○委員（永井義一君） 国のね，財政計画で伸び率がマイナス2.2％ということなんですけど

も，これ普通交付税と特別交付税って，今２つあるということなんですけども，実際昨年から

見て，特別交付税はちょっと増えてて，普通交付税ががたんと落ちているわけなんですけども，

この特別交付税と普通交付税，この２つの違いっていうのを，ちょっとわかればお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。財政課長大塚芳

夫君。 

○財政課長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。普通交付税につきましては，地方公共

団体のほうに交付される税で，使途，使い道ですね，については，特段何に使うというふうな

決まりはございません。 

 で，特別交付税というのは，基準財政需要額に補足されなかった特別の財政需要，そういっ

たものがあった場合，例えば災害とか，昨年度も結構大きな災害とかがありましたけども，そ

ういった分にある場合がですね，特別交付税のほうに計上されるわけですけども，これについ

ては，平成28年度，今年度の決算見込みベースで計上してございます。 

 普通交付税につきましては，先ほどのとおりですね，2.2％減を加味して計上しているとい

うような形でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） その上の12ページの地方交付税交付金なんですけども，これも同じよう

なことなのかなとは思いますが，何となく景気がね，回復しているんじゃないかなどというよ

うなことを言っていたり，少し落ち込んでいるんじゃないかというふうなことが言っていたり，

いろいろわからないんですが，これ減額をしているということは，少なくとも，阿見町に配分

される消費税の交付金が減るということですので，地域の経済ということから見て，やっぱり

ちょっと阿見町での消費のやり方っていうのか，経済ですよね，それについては，やっぱりこ

んな感じで財政当局としては見ているんですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。財政課長大塚芳

夫君。 

○財政課長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。計上額につきましては，県のほうの作

成交付見込み額算出資料っていうのがありまして，それに基づきまして計上しているわけでご

ざいます。一応その中身としては，地方消費税収入額の２分の１に相当する額をですね，交付

額の２分の１を人口で，残りの２分の１を従業員で案分して交付されるという，これが従来分

と言っているものでございます。 
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 もう１つが，地方税の改正，これは平成26年４月に消費税が５％から８％に引き上げられま

したけども，その引き上げ分の地方消費税収入分について，全額人口に案分して交付されると

いうことで，これは引き上げ分ということで，この２つの従来分と引き上げ分というふうな形

で分かれております。 

 町としては特に今後の見通しというか，そういうのは特段詳しく検証したわけではございま

せん。あくまでも一応県のほうの交付見込み額算出資料に基づいてですね，計上したような形

になっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑ございませんか。 

 久保谷委員。 

○委員（久保谷実君） 19ページの委託金の中の徴税費委託金7,071万3,000円，個人県民税徴

収取扱委託金なんですけど，これのちょっと中身を教えてください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。収納課長村田敦

志君。 

○収納課長（村田敦志君） はい，お答えいたします。これにつきましては，県条例のほうで

規定をされておりまして，町民税のほうが，町民税と県民税と合わせて町県民税という形で徴

収をしております。で，この県民税を徴収したときに，その手数料として，県のほうから町の

ほうに入ってくる収入になっております。これの基準なんですけれども，納税義務者１人当た

り3,000円という形で入ってきます。人数の見込みなんですけれども，平成28年の10月現在で

２万3,571人という納税義務者の数がありますので，それに3,000円を掛けて出した数字であり

ます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷委員。 

○委員（久保谷実君） そうすると，単純に２万3,000人に3,000円を出したということで，ど

れだけ収納できたかとか，そういうことは関係ないということなんですね。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。収納課長村田敦

志君。 

○収納課長（村田敦志君） はい，あくまでも収入した金額になります。ですから，丸々２万

3,571人という数字がありますけれども，この中で納めていただけなかったものについては，

ここから差し引かれることになります。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷委員。 

○委員（久保谷実君） じゃあ，その納めた人の掛ける3,000円か。納めた人数掛ける3,000円
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ね。はい。その対象者が２万3,500幾つっていうことなんだ。はい。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 答弁はいいですか。収納課長村田敦志君。 

○収納課長（村田敦志君） そのとおりでございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，歳入の質疑を終結いたします。 

 続きまして，歳出の議会費の議会費，25ページから27ページについて，委員各位の質疑を許

します。質疑ございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） 議会費ね，来年度2017年度も人員が３名ということで変わらなかったん

ですけれども，かねてからね，議会の職員の配置についてはね，予算措置，要するに人員配置

のね，増ということで，議会事務局，議長から直接行っているのかどうかわからないけれども，

前議長からもね，含めて行ってるのではないかと思うんですよね。 

 確かに議会はね，少し忙しいときと，少し忙しくないときというかな，通常の業務とでね，

あるんだけどれども，やっぱり今後ね，議会報告会をやるとか，つまり議会改革の一連のね，

作業があって，これについてね，今年も人員配置できないということの要因と，議会から人員

配置の要望があると思うんですけど，これに対する受けとめ方というのは，どういう受けとめ

方をしているんですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。政策秘書課長佐

藤哲朗君。 

○政策秘書課長（佐藤哲朗君） お答え申し上げます。うちのほうで定数管理ということで，

一応定数ヒアリングを行いまして，必要な定数について，一応検討させていただいております。

その観点からですね，申し上げさせていただきますと，このところですね。いわゆる３大プロ

ジェクトということ，大きな事業がございまして，国体，それから道の駅，それから学校の建

設ですね，さらにですね，福祉関係のほうのＣＣＲＣとか，そういった人，物，金ですかね，

それが全部集中してそこに投入しなければならないというような状況がございます。 

 そういう関係でですね，議会のほうからも御要望いただいておりますけれども，事務局のほ

うからもですね，なかなかそこに定数を振り分けられないというような状況がございまして，

各課痛み分けではないですけれども，そういったような状況になってございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野委員。 

○委員（海野隆君） 地方自治はね，もう御存じだと思いますけども，行政と議会と二元代表

制で成っていて，これは両輪で動いていくわけですよね。ですから，今ね，課長が言ったのが



－297－ 

ね，これは町長の考え方かもしれないけれども，ふだん町が言っているものとは違うんですよ。 

 議会は議会として，やっぱりね，きちんと議会から要望があれば，それに対してね，最大限

配慮していくと，こういうふうにしないとね，これ３大プロジェクトだって，行政がやる仕事

だから。やっぱり二元代表制の中で，議会のね，役割とかそういうものがますます増大してい

くということははっきりしているわけですから，これをね，今回はね，そんじゃあ，予算否決

したらいいんじゃないかとかって，そんな話になるかもしれないけれども，そうはならないん

だけれども，臨時職員とかね，そういうことで，なるべくね，我々もね，議会人としてね，議

会の職員の相当負担があるんじゃないかなと思っているわけですよね。 

 ですから，その辺のね，配慮を，これ来年度中，2017年度中にね，するということはいいで

すよね。人員は増えないかもしれないけれども，2017年度中に，そうした議会のね，業務量に

ついての配慮をするということは，お約束はできますよね。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（天田富司男君） 何でも約束しろ，約束しろっていうわけにはいかないんで，先ほど

も言ったとおり，事業量がその時期その時期にどうしても多くなるということであるのでね，

そういう面で，やっぱりそれは総務課とかそういうとこと，やっぱり連携しながら，やはりし

ていくっていう。今の状況ではそういう状況をつくっていくっていうことが，今やはり町とし

てはそういう考えを持っております。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） ちょっと意味がわからない。もう一回言ってくれる。 

○町長（天田富司男君） 意味がわからないということなので，もう一度。要するに，議会っ

ていうのは，やっぱり定例会が４回あって，その時点でいろんな面で事務局は忙しいっていう

ことであります。そういうところを，やっぱりフォローするのが総務課とか，この管の人たち

でね，フォローしていく。職員がフォローしていくということです。わかりますか。 

○委員（海野隆君） わからないから聞いてる。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野委員。 

○委員（海野隆君） 違うんですよ，言ってることが。つまりね，議会は，議会報告会である

とか，議会改革の一連のね，作業をしているんですよ。ですからね，従来の年４回議会をこな

すっていうこと以上にですね，議会事務局の職員のですね，業務量が増えているということを

言ってるわけ，まずね。そういうことに対応するために，人員配置の要望を出しているはずな

んですよ。そのことを，なかなか行政の中のいろんな３大プロジェクトに投入しなければいけ

ないから，職員が配置できないという答弁だったですよね。ですから，私は，これ極端にね，
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４人にしなければだめだっていうことではなくて，そういった対応に，しっかりと対応してい

ただけますかということを言ってるわけ。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 町長公室長篠﨑慎一君。 

○町長公室長（篠﨑慎一君） 町長がおっしゃいましたように，そういった定例会につきまし

ては，総務それから政策秘書課のほうで対応はしてます。それで，今海野議員おっしゃるよう

な，そういった議会事務局として取り組むような事情があればですね，そういった業務内容を

ですね，ヒアリングしながらですね，対応してまいります。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，議会費の質疑を終結いたします。 

 続きまして，総務費の総務管理費，27ページから54ページについて，委員各位の質疑を許し

ます。 

 樋口委員。 

○予算特別副委員長（樋口達哉君） 29ページ，総務管理費1112の13委託料，弁護士委託料の

内容について御説明をお願いいたします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。総務課長青山公

雄君。 

○総務課長（青山公雄君） はい，お答えします。これは顧問弁護士の委託料となっておりま

す。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 樋口委員。 

○予算特別副委員長（樋口達哉君） 支障なければ，内容も教えてください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 青山公雄君。 

○総務課長（青山公雄君） 各課でいろいろな事例とかが出ると思うんですけれども，それの

顧問弁護士，相談するための顧問弁護士の費用でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） 28ページなんですけども，ここに臨時職員の雇用費ということでね，計

上されていると思うんですね。昨年もね，このことについて聞いたんですけれども，臨時職員

の数ね，2015年は256名で，2016年当初の予算ベースでね，280名っていうことで，相当増えて

きているんですけど，2017年度では何人ぐらいの臨時職員を採用するってことで予算計上して

るんですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。総務課長青山公
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雄君。 

○総務課長（青山公雄君） ２月の28日現在の数字なんですけれども，249名ですね。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） それは2016年度の予算で，2017年２月の時点で249名，今職員がいると

いうことですよね。これ予算審議なんで，この2017年度の予算計上した金額からすると，何名

ぐらいの採用を予定しているというか，何人ぐらいの採用ということで，この予算計上されて

いるかということをお聞きしたんです。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 

○委員（海野隆君） すぐわかんなかったら，後でいいよ。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 大丈夫ですか。後で，はい。じゃあ，後でご報告申し上げ

るということです。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 永井委員。 

○委員（永井義一君） 39ページお願いします。この中で，上のほうの委託料ありますね，13

番の。この委託料のバスの運転手の委託料と，その下の，あと公用車購入代。これ昨年とか一

昨年から比べてちょっと上がってるんですけども，その要因をちょっと教えてください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。管財課長飯村弘

一君。 

○管財課長（飯村弘一君） はい，お答えいたします。バスの運転委託料に関しましては，年

度に対する見込み額で計上させていただいております。で，ここ数年ですね，行政バスの利用

回数が増えてございます。25年度が200回くらいだったのに比べまして，27年度は50回ほど増

えてございます。250回ほどになってございます。そういったことございまして，今年もそれ

を加味して増額計上させていただいたものでございます。 

 公用車の購入代ということでございますけれども，毎年平準化をするようなことを考えてご

ざいます。で，年度によってばらつきがございますけれども，昨年度２台だったんですけれど

も，今年は４台の購入ということになってございますので，その分140万ほど増額になってご

ざいます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

 久保谷充委員。 

○委員（久保谷充君） 30ページの，細かいんですけど，町村長行政視察参加負担金。去年は
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４万円だったのかな。これ10万円に増えてるんですけど，これどういうことなのか，ちょっと

伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。政策秘書課長佐

藤哲朗君。 

○政策秘書課長（佐藤哲朗君） 負担金につきましては，これは県の町村会の行政視察の予定

でございまして，今回ですね，台湾のほうに行くような，29年ですか，そういうような予定が

ございますので，増額をさせていただいております。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） 台湾のほうに行くっちゅうこと。去年はどこだったのかと，また，国

際交流協会のやつの費用弁償と旅費が，前年より上がっているんですが。費用弁償は下がって

るのか。31ページ。費用弁償は下がってて，旅費は上がってるんですが，この辺はどのような

あれなのか，ちょっと伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。政策秘書課長佐

藤哲朗君。 

○政策秘書課長（佐藤哲朗君） お答えいたします。まず，特別旅費でございますけれども，

これは姉妹都市との交流に係る旅費でございまして，平成28年度，今年度につきましては，柳

州市のほうの交流ということで予算を計上いたしました。29年度につきましてはスーペリア市

のほうになります。一般的にスーペリア市のほうが旅費が高いというような状況がございます

ので，その分の増額というようなことになってございます。 

 それから，費用弁償でございますが，費用弁償は，平成28年度はですね，ＡＬＴの交流分も，

ここに費用弁償として実は入っておりまして，スーペリア市から招聘するというような予定で

ございました。その分を計上しておったんですけれども，現在まだ交渉中でございますが，ま

だちょっとその辺の見込みが立ってないという状況がございますので，その分を削減さしてい

ただいております。 

 それと，これもですね，先ほど特別旅費のほうでも申し上げましたけれども，プラス姉妹都

市交流の関係の事務局員のほうの費用弁償分の計上ということになっております。で，費用弁

償が減っているというのは，先ほど申し上げましたが，ＡＬＴの分の費用弁償，その分が平成

29年度は削減をされているということで減少しているというような状況でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） 特別旅費の内容というか，これは何名でどのような内訳になっている

のか，ちょっと伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。政策秘書課長佐
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藤哲朗君。 

○政策秘書課長（佐藤哲朗君） はい，お答えいたします。内容はですね，スーペリア市８日

間，１年ごとに行っているわけなんですけれども，８日間の日程で計上してございます。職員

２名分をここで計上をさせていただいております。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 紙井委員。 

○委員（紙井和美君） 職員管理費の32ページなんですけれども，職員厚生費の安全衛生管理

産業医報酬の人数と内容，あと，そのずっと下のところにあるんですが，茨城カウンセリング

センターの負担金の内容について教えていただきたいと思います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。総務課長青山公

雄君。 

○総務課長（青山公雄君） 産業医さんについては１名となっております。業務につきまして

は，職場内の環境の巡視，またメンタル等で病気になってしまった人とか，そういう人のカウ

ンセリングというか相談，それとまた，時間外等が増えている方たちの面談，そういうことを

やっていただいております。 

 あと，カウンセリングセンターにつきましては，茨城県のほうに委託をしておりまして，内

容的には，やっぱりメンタル等の方が相談を受けたり，そういうことをやっていただくもので

ございます。場所につきましては，茨城県のほう，県というか水戸のほうと，あと牛久ですか，

支所がありまして，そちらで相談ができると。内容につきましては，私のほうにはわからない

んですけれども，そういうのがわからないように相談ができると，そういうところでございま

す。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 紙井委員。 

○委員（紙井和美君） ありがとうございます。先ほどからのお話のとおり，人員削減，職員

の削減もありますし，今回はいろんな行事も多い中で，やはり１人に負担がかかってくること

が多いということと，やはりメンタル面でのいろいろ問題を抱えているということをお聞きす

ることがあるんですね。そういったことから，この部分はすごく大事かなっていうふうに思う

んです。 

 で，まず元気に仕事をしてもらうという意味で，ぜひこれは充実させていただきたいんです

けれども，この安全管理産業医の方が１人というのも，これはしっかりと足りているのかどう

かというのと，あと，どれぐらいの人数の人が相談に行ったかっていう，内容はわからないま

でも，相談に行ったかということ，あとは，その内容について，職場の中で，そこの間に取り

持っていただく方がいるのかどうかということも，ちょっとお尋ねしたんですが。 
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○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。総務課長青山公

雄君。 

○総務課長（青山公雄君） 今の時点では，足りていると認識しております。相談者ですけれ

ども，28年，今の現在では，産業医さんに面会された方は何人かおります。相談センターとか

そういうところに相談された方は，今のところゼロということで，産業医さんの場合は，長期

にメンタルで休んでいる方とか，そういう方の面談とかもやっていただいておりますし，先ほ

ど言いましたように，残業等が続いちゃってる方とか，そういう方の面談もやっていただいて

おります。 

 相談内容につきましては，私のほうではわかりませんので，今ストレスチェック，去年から

法律で定められてやっているんですけれども，そのストレスチェックの内容等で，ストレスが

高ストレスじゃないかっていう方には，誰だっていうのはわかんないんですけれども，何課に

そういうストレスを抱えている人が多いとか，そういうのわかりますので，そういうものにつ

きましては，担当課長を通して，この課はこういうふうに悩みを持っている，ストレスを抱え

ている人がいますよということで，課長さん等には御連絡というか報告はしております。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 内容はわからないまでにしても，何名の方が相談に来たの

かという。全くわか……。失礼しました。 

○総務課長（青山公雄君） 自主的に相談された方はおります。１名ですね。あとは，うちの

ほうから，ストレスが……。疲れてるんじゃないかということで，受けてくださいということ

で，残業が多い人とか，そういう方に対しては，うちのほうから勧奨して面談をしてもらうよ

うにはしています。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 川畑委員。 

○委員（川畑秀慈君） 47ページ，町民協働推進事業の中の，まず委託料，13婚活力向上支援

業務委託料，昨年が151万9,000円で，今年度が118万1,000円，かなり落ちているんですが，予

算的に少なくなった理由，そしてまた，来年度の計画がこういうことなんで今年度と違うんだ

といったところがあれば，説明お願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。町民活動推進課

長髙須徹君。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） はい，

お答えいたします。婚活支援推進事業でございますけれども，こちらのほうはですね，ＮＰＯ

法人との行政との協働事業でやらせていただいている事業ですが，若干事業の内容ですが，細

かには交流会，それから相談業務等々の事業内容なんですけれども，その中で若干，29年度は
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ですね，交流会事業を若干減らしましてですね，相談業務のほうにですね，力を入れていこう

というようなことで，その事業費の振り分けというか，そういうことで若干減額になっており

ます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 川畑委員。 

○委員（川畑秀慈君） そうしますと，28年度は交流会何回やり，また新年度においては何回

やる予定をしてるんでしょうか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。町民活動推進課

長髙須徹君。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） 28年

度につきましては，交流会は３回やってございます。29年度の計画では，交流会は２回を予定

しております。またですね，相談，29年度力を入れていこうという相談会につきましては，毎

月12回，月１ペースでですね，ＮＰＯの専門の相談員を窓口開設しまして，定期的に行ってい

くというような計画をしております。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 川畑委員。 

○委員（川畑秀慈君） ありがとうございます。昨年の交流会の参加者，また相談業務，相談

に来た人の人数っていうのは，実績的に何人なんでしょうか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 町民活動推進課長髙須徹君。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） お答

えいたします。まず交流会のほうでございますけれども，３回行いまして，１回，８月に行っ

たのが32名参加者，男性17名，女性15名，それでカップル成立が１組。それから第２回目は，

年明けの２月でございますが，参加者29名，男性16名，女性13名，カップル誕生が３組。それ

から，失礼しました。ちょっと前後しましたけど，11月にですね，バスを使った交流会を開催

しまして，笠間のほうに参りましたが，参加者33名，男性16名，女性17名，カップル成立が４

組。 

 それから，相談業務関係でございますけれども，28年はですね，期間を設けまして２回ほど

ですね，１週間ずつ機会を設けて，町民活動センターを場所にですね，実施しましてですね，

両方２回の中で12名の方が相談にお見えになって対応しております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 川畑委員。 

○委員（川畑秀慈君） ありがとうございます。続きましては，その下，市民活動支援助成金。

こちらの主要事業の概要の中にも出ておりますが，今まで私も一般質問の中でまちづくり委員
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会であるとか，そういうことを提案してまいりましたが，そういう形で自ら地域の問題，また

町のこれから将来の問題，今ある問題を協働的に住民が主体となってやってく事業ということ

で，まずよろしいのかと。 

 それともう１点，助成金額が10万円以内で，助成率は３分の２以内という，この辺を決めら

れた理由は何でしょうか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。町民活動推進課

長髙須徹君。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） はい，

お答えいたします。まず，この事業につきましては，町の町民ベースでですね，の市民活動を

より活性化させていただきたいということでの支援事業の１つのツールとして，29年度やらせ

ていただく予定でございます。 

 それとですね，助成金の限度額等々の根拠でございますけれども，特に県南地域の中で，先

進的にもう実際にやられてらっしゃる自治体さんの参考事例等も参考にさせていただいた中で，

まずは気軽にそういった市民活動をやっていただこうというような意図がありまして，事業費

につきましても，それほど大がかりなものにならないとこからですね，参加をというか活動を

やっていただこうと。行く行くは，これからですね，この要綱につきましても，必要に応じて

見直しをしていく予定でございまして，またそういった限度額，支援の金額等についても，ま

た増やしていこうとか，そういうものもですね，今後は検討していくことを考えております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 永井委員。 

○委員（永井義一君） 40ページのところでですね，1133定住促進・少子化対策の事業の中で，

昨年はこれが1,000万で，今回のね，議会の中で減額補正されて，18世帯60名と聞いたんです

けれども，今回予算で600万円。これはどのぐらいの人数を予定してますか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。政策秘書課長佐

藤哲朗君。 

○政策秘書課長（佐藤哲朗君） はい，お答えいたします。三世代同居・近居促進奨励金とい

うことで15世帯を見込んでございます。その額ということで600万ということで計上させてい

ただいております。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 永井委員。 

○委員（永井義一君） 今年度が18世帯で若干減ってるっていう関係なんですかね。わかりま
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した。 

 あとですね，その下のページのところですね，41ページなんですけども，この中で，1111情

報化推進事業の中で，負担金のほうで，県市町村共同システム整備運営協議会負担金，これが

昨年，一昨年から見て，すごい増えているんですけれども，これの要因をお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。情報広報課長遠

藤康裕君。 

○情報広報課長（遠藤康裕君） はい，お答えいたします。昨年と今年度におきまして，情報

端末の結び方が変わってきまして，来年度に向けまして，インターネットへの接続の方法が，

一旦県のほうの市町村ブロードバンドのほうに入ってからという形で，よりセキュリティーが

強化されます。そのためのシステム整備のための負担金が増えているということになっていま

す。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 

○委員（永井義一君） ということは，来年度は，この970，約1,000万近くになると思うんで

すけども，来年度以降は，この金額で変わんないのか，それとも，もっと今年はセキュリティ

ー強化するからってことだけど，来年度以降はもうちょっと金額が下がるのか，ちょっと教え

てください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 情報広報課長遠藤康裕君。 

○情報広報課長（遠藤康裕君） 国の政策なので，予断を許さないところではありますが，基

本的なシステム整備は，今年度，来年度で終わる形です。それ以降は，また新たなネットワー

ク被害の対策に対して整備を行われるかどうか。それについては，ちょっとわからないところ

ですが，今回のこれで基本整備は終わります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 

○委員（永井義一君） 今回このね，かなりな金額なんですけども，これはマイナンバー制度

に絡んでのセキュリティーの強化っていう面も，国のほうでは考えているんですかね。それ，

もしわかればお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。情報広報課長遠

藤康裕君。 

○情報広報課長（遠藤康裕君） 基本的に市町村の端末から国・県を通っていろいろな外部に

向かっていくわけなんですが，そこにおいてマイナンバーがかかわりがないかといえば，あり

ますけれども，基本レベルでかかわりがあって，マイナンバー自体ということは，その中に含
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まれているということの御理解をしていただければと思います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） 細かいところで申しわけないんですけれども，まず30ページで，負担金，

補助金，交付金のところでね，負担金だね，北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金と

いうことで，金額は5,000円だからどうなんだって話はあるかもしれないけど，多分新規だっ

たんじゃないかなというふうに思うんですよね。去年なかったような感じがするんですけど，

これ改めて，北方領土の返還を求める茨城県民協議会に加入してですね，負担金を払ってです

ね，運動を進めるということだと思うんですけれども，これどういう意味合いがあるんですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。政策秘書課長佐

藤哲朗君。 

○政策秘書課長（佐藤哲朗君） お答えいたします。こちらのですね，北方領土の返還を求め

る茨城県民協議会でございますけれども，昭和57年に結成されておりまして，全国で当時22番

目だったというようなことでございます。実は昨年度までですね，これは負担金を納めていた

んですが，計上科目のちょっと誤りといいますか，がございまして，交際費のほうで支出をさ

せておりました。で，改めるということで，今回負担金ということで計上させていただいてお

ります。ちなみに，県内44市町村全部加入しているというような状況でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野委員。 

○委員（海野隆君） 交際費でね，計上してたので，ちょっとわからなかったということで，

新たな協議会に入るということではないということで理解をいたしました。 

 次ですね，ちょっと２点聞きたいと思うんですけれども，まず１点はですね，40ページの一

番上にですね，図柄入りナンバープレート導入検討会負担金というのが出ております。私はね，

町オリジナルでつくったらいいんじゃないかっていうことでね，御提言申し上げましたけれど

も，これについては，やらないと。 

 一方でですね，この図柄入りナンバープレート導入検討会負担金ということで，そこの広域

的なね，これ広域的なものですよね，町独自じゃなくて。そこに入っていくというね，目的と

か，その意義とか，そういったものが，オリジナル版と広域的な版で違うのかどうかっていう

ことをね，お聞きしたいんですよ。まずそれが１点目かな。２点言った。まだ１点しか言って

ないよね。 

 それとね，51ページだね，総務管理費，いいんだよね，１項ね。下のほうから１，２，３，

４，５，６，７。委託料だよね。自主防災育成ワークショップ業務委託料ということで，2016

年度は５地区を，当面緊急に必要なところということで設定をしてね，やったと思うんですけ
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ども，この2017年度，平成29年度と言ったほうがいいかな，平成29年度の予定としては，どの

ぐらいの地区を予定しているのかということをお伺いしたいと思います。 

 とりあえずこの２点，お願いいたします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。政策秘書課長佐

藤哲朗君。 

○政策秘書課長（佐藤哲朗君） お答えいたします。図柄入りナンバープレート導入検討会の

負担金についてでございます。海野議員がオリジナルナンバープレート，原動機付自転車です

か，で一般質問で，こちらのほうでも答弁をさせていただいておりますけれども，まず導入目

的でございますが，どちらも同じような目的でございまして，地域振興を図るとともに，地域

の住民の愛着心や誇りの醸成，それから地域の一体感を育むというようなことの目的でござい

ます。 

 原動機付自転車の行動範囲の問題が１つございまして，やはり町内に限られると。50cc程度

のバイクでございますので，そういったことがございます。それと，図柄入りナンバープレー

トにつきましては，11市町村に及ぶということで，かなり広範囲でございます。広範囲でさら

に自動車でございますので，これは全国に波及効果があるというような状況でございます。 

 登録台数につきましても，平成27年度のデータになるんですけれども，原動機付自転車が

2,169台でございます。これは阿見町でございますけれども。一方でですね，土浦ナンバーに

つきましては，49万4,508台ということで，倍率にしますと230倍ほどの，やはり台数の違いが

あるというようなことでございます。 

 そういったことから勘案しますと，やはり原動機付自転車につきましては，ちょっと効果が

限定的ではないかということで考えております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 第２問の回答をお願いいたします。交通防災課長白石幸也

君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。業務委託料，自主防災育成ワークショ

ップ業務委託料720万7,000円，29年度で計上させていただいております。こちらの中身につき

ましては，平成28年度からですね，自主防災組織の底上げをしようということで，大まかに事

業内容としては，成果品として地区の防災計画をそれぞれの地区でつくっていただこうという

目的でワークショップを行っております。 

 もう一方では，防災リーダーの育成講座ということで，町内に防災士の資格を取得していら

っしゃいます方を，資格の取得に対しては促進したんですけども，資格を取っていただくだけ

で，それ以後，何もフォローもしていなかったということで，その防災士の方を活用して，町



－308－ 

内の防災力を上げていこうという目的で行っております。 

 当初，最初のワークショップ事業につきましては，平成28年度，とりあえず町内に土砂災害

警戒区域があるところがありまして，全部で町内10地区ございます。その10地区のうち，平成

28年度は，まず４地区手がけてワークショップ事業を行っております。中身につきましては，

ワークショップ事業としては３回の講座を行っておりまして，４地区の住民の方が出席いただ

いて，それぞれ自分たちの地区を満遍なく実際に目で見て，歩いて，危険なところですとか，

過去に災害がこういうところであったというところをくまなく歩いて，それを地図に落としま

して，最終的には，その地区のですね，防災計画をつくっていこうということになってござい

ます。 

 来年度，29年度につきましては，10地区のうち４地区終わりましたので，残りの６地区，具

体的に申し上げますと，霞台，大室，曙東，竹来，追原，南島津，この６地区を対象にワーク

ショップ事業をやりたいと思っております。 

 また，片や，防災リーダーの育成講座につきましては，これも３回のクールで28年度行って

きました。来年度ですね，この防災リーダー，防災士の資格を取っている方については，再度

防災の認識を深めていただくための講座，それから防災士という資格を持っている以上，ワー

クショップのほうにですね，ちょっと知恵をいただいて，そのワークショップ事業にかかわる

ことを，ちょっとやっていただこうと思っております。 

 ちなみに，防災リーダー育成講座，防災士資格取得者を対象に行っておりまして，御質問い

ただいている海野議員にも防災士の資格を取得しておられますので，28年度もリーダー育成講

座に参加をしていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野委員。 

○委員（海野隆君） 今のね，防災士の利活用を図ると。これは相当ね，注目されているので

はないかなと思います，県内でもね，全国でも。私も防災士の，この事業を発信するとね，相

当，うちの町でもぜひやりたいねってな形で言っているようなので，ぜひね，この自助，共助

――公助は置いといて，自助，共助をね，高めるという意味で，ぜひね，また充実したものを

やっていただきたいというふうに思います。 

 それで，もとに戻ってですね，先ほどの図柄入りナンバープレートの話なんですけれども，

台数がね，200倍あるんだと。しかしね，これ土浦ナンバーなんですよね。土浦ナンバー。で，

土浦ナンバーをね，いくらね，宣伝してもですね，阿見のね，活性化とか，地域一体化とか，

そういうことにつながるのかどうかっていうのをね，ちょっとね，疑問なんですよ。 

 確かにね，車は行動範囲は非常に広いので，「あ，土浦だな」と，霞ヶ浦か筑波山ぐらいの
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デザインになるのかなと思いますけれども，実際には土浦地区という一体感。阿見の人たちだ

って，今，土浦のほうよりは，もっと南のほうにね，親近感があったり，つくばに憧れがあっ

たりという形で，本当にね，土浦ナンバーというものを，こういう形で絵柄入りナンバープレ

ート導入をすればですね，何か阿見の人もですね，そういったふるさとに対する帰属感とか，

そういったものにつながるかどうかっていうのはね，疑問であると，私は思っています。 

 もしそういうのであれば，ぜひね，一般質問では，オリジナルナンバープレート2,000台。

しかしまだ高校生もね，あちこち行くわけですよね，バイクで。そうすると，それはやっぱり

この周辺の市町村に散らばるわけですので，そういう意味ではね，相当宣伝効果もあるんじゃ

ないかなと思っていますので，これは来年度の予算は土浦地区を周辺とした図柄入りナンバー

プレート導入検討会で，どういう結論が出るかわかりませんよ。だけど，阿見のバイクのオリ

ジナルナンバープレートの導入についてもですね，今年１年間，直接予算とは関係ありません

けれども，考えていただきたいなというふうには思います。 

 で，一旦終わりにします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） じゃあ，ここで暫時休憩といたします。議会の再開は11時

10分といたします。 

午前１１時００分休憩 

―――――――――――――― 

午前１１時１０分再開 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 休憩前に引き続き会議を始めます。 

 総務課長青山公雄君。 

○総務課長（青山公雄君） 先ほどの海野議員からの臨時職員の人数にお答えしたいと思いま

す。海野議員，こちらの臨時職員雇用費の中の人数でよろしいんですか。それとも全体。 

○委員（海野隆君） 両方。 

○総務課長（青山公雄君） 今回の予算の中の臨時職員雇用費の中の雇用保険料，こちらにつ

きましては132名計上しております。それと社会保険料のほうが64名ということでございます。

今回の予算は，この人数で計上しております。 

 全体のほうなんですけれども，重複者もいますんですけれども，課によって短期的にやって，

何回も。それまで入れて延べにしますと334名になります。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） それではですね，44ページの集会施設修理事業の補助金なんですが，

これはどこで，どのような内容なのか，ちょっと御説明をよろしくお願いします。 
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○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。町民活動推進課

長髙須徹君。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） お答

えいたします。確認でございますが，集会施設整備事業の中の修繕事業の部分でよろしいです

か。 

○委員（久保谷充君） はい。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） 修繕

のほうはですね，これは予算を事務局のほうで組ませていただくのにですね，前年度の夏に，

各行政区さんのほうに来年度の御要望を一応確認させていただいて，予算を組んでおります。

29年度のですね，予算計上内容はですね，14行政区で御要望があります。これ全部御回答した

ほうがいいですか。 

○委員（久保谷充君） いやいや，いいですよ。14行政区ね。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） はい，

14行政区での改修。ちなみにですね，28年度につきましては17行政区の改修が対応してござい

ます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） 主にどういう，修繕の内容は，どういうのなんですか。内容っていう

かさ，多いんですか，これ。老朽化で，例えば外壁がだめだとか，いろいろ，どのようなこと

か，ちょっとすいません。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。町民活動推進課

長髙須徹君。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） 基本

的には，老朽化している施設の改修でございますので，いろいろございますが，今，議員おっ

しゃられたように，外壁の修理とか，あとは屋根のふき替えとか，あとは，頻繁に使うもので

あれば，エアコンが壊れたとか，そういった比較的軽微な改修でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） じゃあ，わかりました。あとですね，49ページの防犯対策の中の施設

修繕料の，この内容と，下の工事請負費の防犯灯新設工事。これは前年より201万円に減って

んですが，今年はどういう内容でっていうか，新設はやっていくのかについて伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白

石幸也君。 
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○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。防犯対策事業の施設等修繕料につきま

しては，今年度100万2,000円の計上をさせていただいております。こちらについては平成28年

度の当初予算と同額を計上させていただいております。内容につきましては，御存じのとおり，

防犯灯につきましては，白熱灯からＬＥＤのほうに取り替えまして，全て町の管理といたして

おります。修繕の想定としましては，落雷等による故障，それから専用柱鋼管ポールの移設，

また鋼管ポール等の修繕，また防犯灯といいますか赤色灯といって，町の中にあるんですけど

も，そういったものの修繕，そういったもろもろの修繕費用で見込んで100万2,000円を計上さ

せていただいております。 

 それから，防犯灯の新設工事につきましては，基本的には町の管理となっておりますので，

設置要綱に基づいて，原則的には行政区の区長さんからの申請に基づいて，町のほうで設置を

するという流れになってございます。 

 今年度予算計上の金額につきましては，今年度201万8,000円計上させていただいております。

その中身につきまして申し上げます。今年度，29年度201万8,000円の工事費を計上させていた

だいております。これにつきましては，昨年度ですね，各地区の行政区長さんのほうから設置

要望数というのをいただいております。それ合計しますと，かなりの数字になるんですけども，

優先的に，通学路ですか，通学路を優先的には考えております。それに基づいて，29年度，交

通防災課のほうでは，それ相応の金額で予算の計上はしたんですけれども，予算の査定の中で，

金額の枠の中でおさめられまして，かなり減ってきた現実がございます。防犯灯の設置につき

ましては，今後ですね，地区の要望をなるべく公平的に受けたいと思っておりますが，なかな

か確かに設置の予算もありますので，そのあたりですね，区長さんといろいろ関係機関と協議

をしながら進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） 今年度っていうか28年度はね，区長さんから上がって，各行政区に何

灯っていうか，そういう形で割り当てたというふうに思ってるんですが，だからそういう面で

言いますと，この201万8,000円っていうのは，どういう形で今度は行政区に振り分けていくの

か。そういうことじゃなくて，残った要望に対して，今度は優先順位か何かをつけてやってい

くのかどうか。その辺のところをちょっと聞きたいのと，あと，さっき修繕料で，電気使用料，

その上のね，これ前の年より四，五百万上がってるのかな。そうすると，これは電気料が上が

ったのか，それともＬＥＤになって電気料下がってるのに，これ電気料が上がったっちゅうこ

とは，その辺のところはどうなのか，ちょっと伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白
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石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） 今年度の予算の枠組みにつきましては，具体的にどこどこの

行政区が何灯とか，そういう試算で予算づけされたものではなくて，あくまでも予算枠で数字

がついたということでございます。その予算枠の中で，29年度，なるべく優先的なものを調整

しながら設置していきたいと考えております。 

 それから，電気料につきましては，昨年来申し上げているんですけども，白熱灯からＬＥＤ

のほうにつけ替えを行いまして，26年度決算と27年度決算で申し上げますと，電気料について

は26年度，白熱灯の時代が約2,000万で，ＬＥＤに変更しまして27年度決算が940万ということ

ですので，電気料に関して申し上げれば，ＬＥＤ化によって約半分の金額で抑えることができ

たということになっております。 

 今年度ですね，今年度の，まだ年度終わりませんけども，３月の見込みで電気料を申し上げ

ますと，約730万ほどの試算になっております。設置の灯数が増えて，若干増えているんです

けども，電気料については，金額的には下がっているというところで，ちょっと矛盾があるん

ですけども，議員御存じのように，電気料というのは，一般の家庭もそうなんですけども，ち

ょっと計算式が複雑で，電気のほかにですね，燃料費の調整単価というものがございます。ち

ょっと込み入った話になっちゃうんですけども，火力の燃料ですね，原油とか天然ガスとか石

炭とか，そういった価格の変動を電気料金に反映するという計算の仕方があるそうです。それ

で変動しますので，金額的には，灯数は増えましたけども，電気料としては下がったという結

果になってございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） 先ほど，今，新設の防犯灯なんですがね，今年は区長さんから上がっ

てきたというか，そういうことじゃなくてね，必要なところからやっていくっていうことです

よね。だから，そういう中でね，私もね，要望をしてるところがあるんで，やはりこれはさっ

き言われるようにね，通学路等の重要な形だというふうに私は思ってるのでね，やっぱり早期

にその辺のところはお願いしたいというふうに思います。 

 あとはですね，50ページの委託料の防災行政無線保守点検委託料と，下の工事が請負工事費

の建築工事，建築土木工事か，これ1,155万7,000円。これまたどういう形でですね，これを整

備内容っていうか，何が残ってんのか，ちょっとね。今まで相当の防災無線については，予算

をあれしてるというふうに思っておりますが，まだこれね，最終的にまだ全部整備されなくて，

またね，追加，追加と，毎年のように，こういう形でやっているんですが，その辺のところは

どうなのかについて伺います。 
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○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白

石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。防災行政無線の保守点検委託料につき

まして，539万9,000円の計上をさせていただいております。こちらにつきましては，既設の同

報系の無線，それから移動系の無線，この機種の保守点検料を計上させていただいております。 

 ちなみに，前年度当初予算比では，280万ほどの減となっております。この要因につきまし

ては，同報系それから移動系の無線，それぞれ設置をしておりますが，その保守点検の中身に

ついて，ちょっと金額的にですね，決して安くはないものですので，保守点検のする中身を若

干変更して，これだけの減額の幅となってございます。 

 それから，防災行政無線の放送施設整備工事費1,155万7,000円につきまして，こちらにつき

ましては，各町が設置している指定避難所等ございます。そちらにそれぞれの無線を整備して

いるわけでございますが，今度ですね，平成30年度開校予定の新小学校，こちらも町の指定避

難所にする予定でございますので，29年度のうちに，ほかの指定避難所と同じように無線を整

備するというものでございます。 

 また，中身につきましては，今申し上げた同報系と移動系の無線については，国の補助をい

ただいて整備が終わっているところでございますが，無線ＬＡＮを使いまして，各指定避難所

と町の災害対策本部とつなぐ予定でございます。無線ＬＡＮの回線の整備につきましては，国

の補助を使って整備まではできたんですけども，その先どうするかということで，いろいろ交

通防災課のほうで考えておりました。で，その使途につきまして考えていたところに，一般財

源で行うしかなかったところを，今度，国の起債事業，防災減災事業債という起債事業が入り

まして，指定避難所にＷｉ－Ｆｉ等を整備する費用について，起債事業の適用ができるという

ことになりましたので，我々が考えている無線ＬＡＮとそのＷｉ－Ｆｉをうまく融合して，避

難所の状況等をＬＡＮ回線を結んで，情報を得たいということになっております。 

 これは29年度に，どういった内容にするか，こういったところを関係各課と協議詰めまして，

その後，予算計上していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） 今，わかりましたけど，この保守点検委託料の，だから，これどうい

うことを，主な点検内容っていうのは，どういうことなのかね。そう来ますと，今後もずっと

これ保守点検っていうことは続くっていうことですよね。ちょっとその辺のところ，よろしく

お願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 
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○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。無線の保守点検ですので，無線が存在

する限りは，それなりの定期点検を行わなければならないということで，恒常的に保守点検は

続くものでございます。 

 保守点検の内容につきましては，それなりの無線の数が，同報系，移動系ございますので，

それが実際に通信が保てているかどうか，それとか，もしも停電のときとかにですね，それぞ

れＵＰＳ等は備えているんですけども，実際にそのときに動くのかどうか，そういったところ

を点検するための内容となっております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） これからね，ずっと続くっていうことになりますとね，やはり大きな

金額だというふうに思いますがね，本当にこれ，保守点検の入札っちゅうか，そういうところ

にこれ，入札のやり方っちゅうか，それはこれ値段出てるわけじゃないので，どういう形でこ

の五百何万っちゅうのが出てくるのかどうか，私にはよく理解できないんですよね。だから，

その辺のところは，これやっぱり，そういう積算した中で，こういう形でやっているんですか

ね，これ。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白

石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい。無線につきましては，御存じのとおり，入札の結果，

株式会社東芝さんのほうの製品を，阿見町は納入してございます。28年度で，今年度ですね，

やはり保守点検等行いまして，ちょっと保守点検のやり方について調査をしたところ，無線の

整備の中で，メーカーごと，８社機種があるんですけども，機械の機種の細かい互換性，こう

いったものがなかなか難しいらしいんですね。ですので，28年度は，東芝の製品を扱えるとこ

ろ，扱える業者，保守点検をチョイスしまして，その結果，入札ということは行っております

けども，基本的には，ほかのメーカーは，自分のメーカー以外は保守点検も扱えないという状

況になってございます。 

 以上でございます。 

○委員（久保谷充君） はい，わかりました。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑，ございませんね。 

 ちょっと御報告申し上げます。ただいま，倉持松雄君が退席いたしました。したがいまして，

ただいまの出席委員は16名です。 

 永井委員。 

○委員（永井義一君） 47ページお願いしたいんですけども。この中で1117男女共同参画セン
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ター事業の中で，この賃金，一般事務賃金なんですけども，これ昨年の倍近くまで上がってる

んで，人数が増えてんのかどうなのかと。お願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。町民活動推進課

長髙須徹君。 

○町民活動推進課長兼男女共同参画推進室長兼男女共同参画センター所長（髙須徹君） はい，

お答えいたします。センターの人員体制はですね，臨時職員が２名，あとそれと非常勤特別職

１名の３人体制で，28年度も３人，29年度も３人体制の予定でございますが，28年度当初予算

につきましてはですね，ちょっと賃金１名分しか計上しておりませんでした。これはですね，

それで28年度は補正予算で対応しているところでございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 永井委員。 

○委員（永井義一君） わかりました。じゃ，補正で，ちょっと補正のほうが，ちょっと見落

としちゃったかもしれませんけども，とりあえず人数は３人ということで変わりないというこ

とですね。はい。 

 あと，先ほどの防犯灯の新設のところで，今回，ごめんなさい，49ページですね。201万

8,000円ということで，先ほど話聞きましたけども，これ一応，何本というか何カ所を設置の

予定で，この金額を計上してますか。ちょっと教えてください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白

石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。久保谷充議員からの御質問にもお答え

したとおり，どこ地区に何本と具体的なところでの数字ではなくて，うちのほうで予算計上し

て査定された結果，この金額という枠で査定を受けましたので，29年度はこの金額の枠の中で，

設置をどのようにしていくか考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 

○委員（永井義一君） ちょっと去年聞いたときには，すっと本数が出たもので，今年は何本

なのかな。要するに，逆に言えば，この201万8,000円の中で何本という枠ではないわけですね，

考え方としては。じゃ，どうぞ。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。金額で申し上げますと，ＬＥＤ単体，

このつける単体ですね，が，大体１基２万7,000円ぐらいします。 

○委員（永井義一君） １基。 
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○交通防災課長（白石幸也君） はい。で，鋼管ポールといって専用柱ですね，防犯灯をつけ

るための専用柱。基本的には電柱につけるんですけども，電柱につけられないところは専用柱

を立てるしかないので，その専用柱については13万9,000円ほどの単価でございます。こちら

の金額で，予算の枠の中で考えていきたいと思います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 

○委員（永井義一君） なるほど。じゃ，ポールを使っても16万ぐらいで成るということです

ね。安いですな。ふと思い出しちゃったけど。 

 それで，防犯灯のほうなんですけど，先ほど，地区からかなり要望が来てるって話ありまし

たけども，実際，要望はどのぐらい来てるんですか。これ全部もちろん要望どおりってわけに

いかないと思うんですけども，ちょっと要望が来てる件数だけ，ちょっと教えてください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。三か年実施計画の計上ベースで申し上

げますと，平成29年度は465基，金額で，要望ベースで1,900万ほどの要望が上がっております。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） すいません，ちょっとね，これ横断的というわけでもないんだけれども，

総務管理費でね，34ページ。34ページではね，財産管理費としてね，職員は６名配置すると。

去年はなんか９名だったようでしたね。９名から６名に減少したんですね。で，次ね，会計管

理費としては，今回５名。これ去年は３名で，それが５名になったんですね。それからその次，

７目の財産管理費，これは８名。去年６名だったのが８名になっているんですね。増減がある

わけですよね。それで，さっきね，３大事業にかかわるというような話で，いろいろとお話が

あったと思うんですけども，これ具体的には，その増減の要因というのはあると思うんですけ

ど，それについて，少し概略的に話していただいていいですか，説明していただいて。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。総務課長青山公

雄君。 

○総務課長（青山公雄君） 御説明いたします。人数につきましては，退職者がいる場合は，

基本的にその分，人数を減らしてしまいますんで，また４月になってから異動になると，また

今度補正で人数が増えると，そういう形で，これは退職者とかそういう関係でばらばらという

か，前年度と違う数字が出てくるところがございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野隆君。 

○委員（海野隆君） そうすると，28年度の予算をつくる，多分27年の11月とか12月ごろ，何
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名という形でやるんだけども，いわゆる定年退職者を除いた職員というのは，28年度中に退職

者があったと，自主退職というのかな，いろんな退職の。そのときには，補充しないで，臨時

とかそういった形で対応するということですよね，今おっしゃったのはね，多分ね。違ったの

かな，ごめんなさい。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 総務課長青山公雄君。 

○総務課長（青山公雄君） 臨時とかそういうのではなくて，予算を組む時点で，もう退職者

がわかってますんで，その分は次年度の予算にはのせないと。それで前年度と違ってくるとこ

が出てきます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。いいですか。頭ひねってい

るようですけど。 

○委員（海野隆君） 個別的に聞くわ。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑がないようであれば……。 

 久保谷充君。 

○委員（久保谷充君） 54ページのいじめ再調査委員会費という，この報酬のところっていう

か，ここの件なんですが，これは対象者はどういう人が対象になってて，またどういう話し合

いっていうか，中の話はどういう形になっているのか，ちょっと伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。総務課長青山公

雄君。 

○総務課長（青山公雄君） はい，お答えします。これにつきましては，教育委員会のほうで

調査したときに，再調査が必要だといったときには，総務課のほうの所管の，こっちの再調査

委員会で審査をすることになります。メンバー等については，まだ，起こってからっていうか，

それがあったときに任命すると，そういう形になります。 

〔「ねえんだな」と呼ぶ者あり〕 

○総務課長（青山公雄君） ないです。 

〔「ないけど予算つけとかなくちゃなんねえんだ」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，総務費の総務管理費の質疑を終結いたし

ます。 

 続きまして，総務費の徴税費，54ページから57ページについて，委員各位の質疑を許します。 

 柴原委員。 

○委員（柴原成一君） 56ページ，一番下の償還金，利子及び割引料の過誤納還付金2,300万
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見込んでますけれども，これは例年このぐらいあるから，このぐらい予算計上しようというこ

となんでしょうか。それとも，何かもうわかっているものがあるんでしょうか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。収納課長村田敦

志君。 

○収納課長（村田敦志君） はい，お答えいたします。この過誤納還付金につきましては，例

年，前年度実績を見て計上をしております。で，昨年度2,600万，今年度2,300万ということで，

今年度300万ほど減になっております。この要因なんですけれども，この５年間の実績を見て

みますと，大体2,000万前後で推移をしております。で，29年度の還付をする場合に，還付加

算金というものも実数によって計算されるんですけれども，これにつきましても0.1％ですけ

れども，1.7％というふうに下がっておりますので，その辺も含めまして，今年度は300万減の

2,300万という形で計上させていただいております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，総務費の徴税費の質疑を終結いたします。 

 続きまして，総務費の戸籍住民基本台帳費，57ページから59ページについて，各委員の質疑

を許します。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，総務費の戸籍住民基本台帳費の質疑を終

結いたします。 

 続きまして，総務費の選挙費，59ページから62ページについて，委員各位の質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） 知事選挙とね，９月かな，知事選挙は。町長選挙は来年の２月かな，と

いうことで計上されているんですけれども，例年，何度も何度も，いつも議論になるんですけ

ども，投票率の向上について，この予算の中に，どこに入っているのかななんていうと，印刷

製本費とか，ポスター――ポスターは違うかな，というような感じなんですけども，何か来年

度，特にね，一番身近な，去年は，おととしか，おととしは議員選挙，今度は町長選挙ってこ

とですので，投票率を上げる，何か工夫というか，そういうものは，この予算の中には，どこ

に入っているんですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。総務課長青山公
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雄君。 

○総務課長（青山公雄君） はい，それではお答えいたします。今，議員が言われたような啓

発ですね，それにつきましては，消耗品費のほうに計上をしております。のぼり旗とか啓発用

品の購入ということで，消耗品費のほうに計上をしております。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野隆君。 

○委員（海野隆君） それでね，消耗品費ということで，ティッシュを配ったりとか，なんか

わからないけど，多分そういった類いのものになるんでしょうけども，82万9,000円ありまし

たよね。それで，今後ね，予算を計上したわけですから，18歳対策っていうのかな，18歳対策

っていうと，成人式では間に合わないんですよね。それで，18歳っていうと卒業式や……。あ

れどこかだっけ，中学校の卒業式見てて，本当に体，立派で，でもこの人たち３年後に，もう

投票権を持つんだなということで見ておりましたけども，まさに高校３年生，高校の卒業式と

いうのは，もう本当にそのままね，もう有権者，全員が有権者になるんで，そうは言っても，

卒業式は終わってしまったもんですから，それはね，今年っていうか今年度は無理かもしれな

いけど，そういった何かね，高校生にかかわるものとか，そういった類いで，投票率向上を上

げるような，そういう工夫をね，消耗品費の中でやるのかどうか，わからないけども，やって

いただきたいなっていう気があるんですよね。 

 多分，知事選挙も相当低いだろうし，町長選挙はね，候補者によっても違うかもしれません

けどね，上下するから。で，一応目標値なんかも持ってほしいなとかね，何％として上げよう

かとか，そういうところを思っているんですけども，担当課長としては，消耗品に啓発に入っ

ているというだけじゃなくて，何か具体的な何か案といいますか，練っているところがあれば，

教えてください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 総務課長青山公雄君。 

○総務課長（青山公雄君） 先ほどの啓発につきましては，知事選，町長選，そういうとこの

消耗品の中で横断幕や啓発用品の購入なんですけども，それとは別にですね，新有権者の，選

挙事務費の中で，新有権者に向けた啓発用のパンフレットを，18歳になる方に郵送で送るとい

うのを考えております。 

○委員（海野隆君） わかりました。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はなしと認めます。総務費の選挙費の質疑を終

結いたします。 
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 続きまして，総務費の統計調査費，63ページから64ページについて，委員各位の質疑を許し

ます。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，総務費の統計調査費の質疑を終結いたし

ます。 

 続きまして，総務費の監査委員費，65ページについて，委員各位の質疑を許します。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，総務費の監査委員費の質疑を終結いたし

ます。 

 続きまして，衛生費，96ページ，動物愛護事業について，委員各位の質疑を許します。 

 高野委員。 

○委員（高野好央君） 動物愛護事業というのは，町としてどういったことを。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 何ページになりますか。 

○委員（高野好央君） 96ページです。動物愛護事業というのは，町として，どういったこと

を具体的にやっているんでしょうか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。環境政策課長柳

生典昭君。 

○環境政策課長（柳生典昭君） はい，お答えいたします。この動物愛護事業につきましては，

まず第１に，犬等に関しましては，狂犬病の予防注射等を行っております。それ以外には，主

に犬，猫の，例えば迷子犬だとか，野良猫がどっかで赤ちゃんを生んじゃったとか，そういっ

た相談業務。それから，特に多いのがですね，猫がうちの庭に入ってきておしっこしてっちゃ

う，そういった苦情処理。あとですね，町内に動物愛護協議会というのがございまして，そち

らのほうで，犬，猫の，捨てられた犬とか猫とかですね，そういったものの保護活動あるいは

里親へ出したりとか，そういった事業を展開しております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） それに関連してなんですけども，茨城県は全国ワースト１位をずっと継

続して，いわゆる動物の殺処分がね，行われているわけで，このことは，もう県内全体の大き

な取り組みになっているんですよね。それで，まず96ページのね，不妊去勢の手術の補助金な
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んですけど，これは2017年は60万1,000円というと，何件ぐらいの予定をしているのかどうか。

実績でどの程度だったのかわかれば，あわせて，ちょっとまずお伺いしたいと思います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。環境政策課長柳

生典昭君。 

○環境政策課長（柳生典昭君） はい，お答えいたします。不妊去勢の補助でございますが，

こちらにつきましては，犬，猫とも，去勢については3,000円，不妊については4,000円の補助

を行っております。実績といたしましては，27年度で申し上げますと，犬の去勢と不妊が58頭

で，猫につきましては去勢と不妊で101頭ということになっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野委員。 

○委員（海野隆君） なかなかね，大変のようで，特に猫が多分大変じゃないかなと思うんで

すけれども，それで動物愛護協会，一生懸命熱心にね，あれは里親だっけ，なんだっけ，里親

でいいんだっけ，里親をね，探すのに，交換会だっけ，ちょっとごめんなさい，忘れちゃった

けど，さわやかまつりだっけ，とか，カスミの前とかって，やっているようなんですけども，

この実績というのは，どの程度になっているのか，ちょっと教えてもらっていいですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 環境政策課長柳生典昭君。 

○環境政策課長（柳生典昭君） はい，お答えします。これ昨年度の実績なんですけれども，

犬がですね，保護頭数が14頭のうち，犬については全て譲渡あるいは返還というようなことに

なっております。猫につきましては，保護頭数が80頭ございまして，そのうち譲渡したのが72

頭――これ里親会で出して譲渡されたというようなことになります。迷子猫っていうのが，飼

い主さんが見つかったのが１頭ということで，率にしますと93％が譲渡あるいは里親のほうに

出してもらわれていったというようなことになっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，衛生費，動物愛護事業の質疑を終結いた

します。 

 続きまして，衛生費の清掃費，98ページから101ページについて，委員各位の質疑を許しま

す。 

 質疑ございませんか。 

 永井委員。 

○委員（永井義一君） 99ページお願いします。ここの霞クリーンセンターの運営費……。こ
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れ違う。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 大丈夫です。どうぞ続けてください。 

○委員（永井義一君） いいんですね。この霞クリーンセンターのほうの運営費のとこの委託

費の中でですね，ちょっと昨年，一昨年とちょっと調べてみたら，かなり，特にごみ収集委託

料，粗大ごみ処理運転者委託料，あと焼却灰等処理委託料とか，あと粗大ごみ回収業務委託料，

このやつがかなり金額が上がって，中にはね，34.55％も上がってるやつがあるんですけども，

まずこの上がってる理由をお聞かせください。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。廃棄物対策課長

石神和喜君。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） ただいまの永井委員の御質問に

ついてお答えいたします。委員御指摘の委託料の増額の主な理由でございます。これにつきま

しては，来年度29年度より，長期継続契約に移行いたしますので，特に収集業務ですね，収集

業務に関しましては，従来，３年間の契約期間でございましたが，委員各位御存じのように，

収集車の償却ですね，これがですね，3,000cc以上の車は５年ということでございますので，

契約期間が仮に３年で終了してしまいますと，償却が終わらないうちに業者さんの変更等の，

業者さんに，いわば企業の安定性に影響を与える問題等もございますので，その辺もありまし

て，５年間の契約にしまして計上したわけで，その分の等々の理由によりまして増額した次第

でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 

○委員（永井義一君） ごめんなさい，これ，今３年間から５年に延ばしたってことなんです

けど，これ今年の分の金額ですよね。それとも５年分の。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 廃棄物対策課長石神課長。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） ただいま御説明したのは，来年

度の予算，29年度の予算についての御説明でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 

○委員（永井義一君） ですから，要は，今29年度のね，予算審議しているわけなんですけど

も，３年から５年に延びましたよっていうことで，金額が上がってるわけですか。それとは違

うのかな。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 廃棄物対策課長石神和喜君。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） 永井委員の御質問についてお答

えいたします。何分，これ，当初の予算の計上の御説明でございますので，当然，入札を行い
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ますので，その分，実際の契約ですね，こればかりは入札行ってみないとわかりませんが，そ

の分，差金等生じますので，ただ，積算上ですね，企業の安定等，業務に支障のないように，

当然計上してございますので，その分で計上している次第でございます。当然，こればかりは

結果でわかりませんが，入札の結果によりましては差金等生じますので，来年度ですね，決算

の際には差額が出る場合も，当然予想される次第でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 永井委員。 

○委員（永井義一君） ということは，これから入札が行われるということで，それである程

度予算としては，かなりな幅をとったと。これから入札が行われるということで，予算として

はかなりな幅をとったっていうわけですか。だと思う。それでいいですよね。そうですか。い

や，ちょっとね，かなりな幅があり過ぎるなっていう気がしたんでね。まあ，わかりました。

で，結果的に１年たったときに，差金でマイナス補正になるってことですよね。差金をね，余

分なところを使わないようにしてもらいたいと思いますんで。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） いいですか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） それで，３年前はね，委託期間は１年だったと思うんですね。それを３

年前に３年に延ばして，今年３年になると。また来年度からは，今度は５年にするということ

で，いろいろとね，委託の方法が変わったのではないかなというふうに思うんですね。それで，

町のホームページを見てますとね，ごみ収集委託料の入札の公告があったんですけども，入札

はどうなりましたか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。廃棄物対策課長

石神和喜君。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） はい，ただいまの海野委員の質

問についてお答えいたします。委員御指摘のように，入札ですね，これは具体的に申しますと，

ごみ収集運搬委託の入札でございますが，当初，今月６日，１週間前ですね，予定しておりま

したが，申しわけございませんが，事務上の変更事項生じまして，再度延期させていただいた

次第でございます。なお，理由につきましては，何分，入札前でございますので，具体的な理

由については差し控えたいと思います。どうぞ御理解のほどをよろしくお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野隆君。 

○委員（海野隆君） そうすると，不調になったということではなくて，もう一度，町として，

入札の内容なのかな，よくわからないけどね，言えないということなんだろうけれども，につ

いて，町のほうで，ちょっとこれは，改善っていうのかな，変更する必要があるというふうに
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判断をして，入札を中止にしたっていうことでいいですか，理解して。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 廃棄物対策課長石神和喜君。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） はい，海野委員の質問にお答え

いたします。委員御指摘のとおり，先般，先週の入札につきましては，中止という形で，再度，

仕様を変更いたしまして，再度お諮りする次第でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑。 

 海野隆君。 

○委員（海野隆君） それで，近隣，近傍のごみ収集委託業務のね，内容を見るとね，違うん

ですよね，それぞれ自治体によってね，あるいは一部事務組合によってもね。それで，入札の

方法が随意契約でやっているか，指名競争入札でやっているかとか，それから委託期間もです

ね，１年にするのか，３年にするのか，５年にするのか。こういうふうに違う。それから，条

件づけですよね。本店が各自治体になければ入札に参加できないとか，本支店まで許している

という形にしていて，大半が本店が各自治体にあるところというふうになっているようです。

それで，あとは随意契約も比較的多いと。これは，し尿処理か，し尿のね，あそこでも，いろ

いろ議論があったと思うんですけれども，やっぱりなかなか，こういう業務については，競争

入札になじまないところもあるんじゃないかなというようなところもあってね，それで各自治

体で工夫をしているんですけども，つまり３年前，今まで本店だけだっていうのを，支店もい

いよということで入れる。それで競争入札でやったということなんですけども，それをまた変

えるっていうことですか，その期間。これ答えられないかどうか，わかんない。答えられない

なら答えられないって言って。つまり，今までは，３年前は１年で本店。それを３年前に，３

年で本支店と，こんな形にしたんですけど，それを今度は５年，本支店って最初やってたもの

を，今度，そこのところを変えようというふうにしたんですか。それとも，そうじゃなくて，

別なことですよということなんですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ここで暫時休憩といたします。会議の再開は午後１時５分

とします。 

午後 ０時０４分休憩 

―――――――――――――― 

午後 １時０５分再開 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま，平岡博君が出席をいたしました。したがいまして，ただいまの出席委員は17名に

戻りました。 
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 それでは，廃棄物対策課長石神和喜君。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） それでは，先ほど，午前中最後

の海野委員の質問についてお答えさせていただきます。先ほども，午前中申しましたように，

何分，入札前でございますので，そちらにつきましては，控えさせていただきたいと存じます。

御理解のほど，よろしくお願い申し上げます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，衛生費の清掃費の質疑を終結いたします。 

 引き続きまして，衛生費の環境衛生費，101ページから106ページ，浄化槽設置事業を除くに

ついて，委員各位の質疑を許します。 

 質疑ございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） すいません，104ページで，委託料でね，ごみ収集委託料と動物死体回

収委託料のうちの，動物死体回収委託料で，道とかね，いわゆる私有地じゃないところに，動

物の死体があると。犬だか猫だか，タヌキなんだか，よくわからないんですけど，そういうも

のを回収するための委託料だと思うんですよね。 

 それで，１点だけ，ちょっと町民の人から聞かれたもんですから，つまり自分のうちの飼い

犬，飼い猫じゃなくてですね，入り込んで死んでしまったと。これについて，できれば役場で

回収してほしいというようなね，希望があるようなんですけども，これについては，回収はし

ないということなんですか，まず。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 廃棄物対策課長石神和喜君。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） それでは，ただいまの海野委員

の質問についてお答えいたします。委員御指摘のとおり，私有地でございますので，私有地の

管理は各個人で，所有者で行っていただくことが原則でございます。 

 あとですね，首輪なんかつけている場合はですね，見かけた犬だとか，実際にはですね，後

で，我々回収しますと，例えばクリーンセンター職員がですね，平日回収，あとシルバー人材

が回収しますと，直ちに処分してしまいますので，次の日とか，後になってから，うちの飼い

犬どうしてましたかって，行ってませんかという，飼い主さんの切な御要望，お問い合わせ等

もございます。それもありますので，庭にあった場合ですね，その辺ありますと，ワンクッシ

ョン置くといいますか，その間に飼い主様に連絡つくという場合もあるかもしれませんが，ご

推測でございますが，それ以上に関しまして，私有地につきましては，公の予算ではできない

ということでございます。 
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 あとですね，状況ですね，状況につきましては，海野さん御存じのように，ハクビシンです

ね，最近ハクビシンが非常に増えてまして，先週あたりは，白昼堂々と歩ってる姿も見かけま

して，ちょうど先週金曜日ですけど，クリーンセンターの中でも堂々と昼間歩ってまして，

我々の車を見ても，動かないで，かえって私の土地だみたいな顔して歩ってたんで，ハクビシ

ン。うちの課の動物所管でございませんが，その辺が確かに回収されてる状況でございます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野委員。 

○委員（海野隆君） よくね，それはごみでも言えますよね。例えば，山に捨てられてしまっ

たと。それで，実は自分が捨てたわけでもないのに，管理するのは，その所有者の責任でやっ

てくださいと。しかし，外にちょっと出してくれれば，その回収も考えられるよねと，こうい

う形で，多分ね，いろいろ工夫をしてですね，町民の皆さんの要望をね，もちろんきれいにす

るということが１つあるので。そうすると，例えば――これ，あんまり答えづらいのかもしれ

ないけど，そのときは答えづらいって言ってください。うちの中にあったものをね，ちょっと

外に，道路のところに出しておくと。それでもって回収するというようなことは考えれますか

ね。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 廃棄物対策課長石神和喜君。 

○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） ただいまの海野委員の御質問に

ついてお答えします。その点ですね，その点につきますと，一般的な粗大ごみの回収ですね，

皆さん有償で回収してますので，その辺との整合性欠けますので，その点……。あとですね，

いわば確信犯的行為でございますので，それを許しますと，公の事業は成り立ちませんので，

それは控えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 海野委員。 

○委員（海野隆君） 個別具体的に，ちょっと相談をしてみると，こういうことにしましょう

ね。はい，わかりました。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑ございませんか。 

 久保谷充委員，どうぞ。 

○委員（久保谷充君） 103ページの水質等公害検査委託料，ここのところで，阿見町の中で，

水質が悪化してるような場所とか，そういうところは，今現在見受けられるっていうかさ，そ

ういうところがあるのかどうかについて，ちょっと伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。廃棄物対策課長

石神和喜君。 
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○廃棄物対策課長兼霞クリーンセンター所長（石神和喜君） ただいまの久保谷委員の御質問

についてお答えいたします。この水質検査料でございますが，これにつきましては，過去にで

すね，吉原地区に不法投棄，サンケン商事という業者が行った不法投棄の現場がございまして，

そこの案件に対する事後の確認調査の検査料でございます。 

 以上でございます。 

 そのほかの事案は，新たな事案等は，特にございません。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑ございますか。 

 久保谷充委員。 

○委員（久保谷充君） そこだけで，全然今のところはないっちゅうことですか。これ区長さ

んからあれして，何カ所かやってるところだよね。それだよね。はいはい。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 答弁いいですか。 

○委員（久保谷充君） いいや。あとですね，105ページの住宅ＬＥＤの照明設置補助金，こ

れ前年，1,000万だったのかな。今度200万になってるんですが，これちょっと前年の補助金の

内容と，今年の200万の内容について，ちょっと伺います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。環境政策課長柳

生典昭君。 

○環境政策課長（柳生典昭君） はい，お答えいたします。前年というよりも，今年の分でよ

ろしいでしょうか。 

○委員（久保谷充君） 28年。 

○環境政策課長（柳生典昭君） 28年度。はい。28年度につきましては1,000万円の予算をい

ただきまして，今現在ですね，約なんですけれども，支出が約650万円ほど支出しております。

件数がですね，約400件くらいだというふうになっております。内容につきましては，皆さん

御存じのとおり，ＬＥＤの電灯をですね，設置する際に，上限２万円ということで２分の１を

補助しているというような内容でございます。 

 来年度につきましては，200万円ということでございますが，これは３年という，一応計画

で，当初，年間500万円程度，人数にして250件というような形で３年計画で，この事業を実施

しておりましたが，御存じのとおり，当初年度ですね，すごく反響が大きくて，予算増額させ

ていただいたところでございます。で，去年と今年ということで，2,000万の1,000万というこ

とで約3,000万の補助をさせていただいて，おおむねですね，当初の目標が達成できたという

ことから，来年度につきましては200万円というような形で予算を計上させていただきました。 

 以上でございます。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷充委員。 
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○委員（久保谷充君） 今650万ということなんですが，やはりこれ，予算が，なぜっていう

か，周知のあれがちょっと足んなかったのかとか，何かの要因がちょっとあるのかどうかとね，

あと，何業者で大体これやったのかどうか，また，それで売り上げ的には大体パーセントから

いったら一番多いとこはどのくらいやってんのか，ちょっとその辺のところお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 環境政策課長柳生典昭君。 

○環境政策課長（柳生典昭君） はい，お答えいたします。周知に関しましては，町ホームペ

ージあるいは広報等，それから各電気店といいますか業者さんにいろいろ広報さしていただき

まして，それなりの成果が上がったということでございます。 

 現在の業者の数なんですけれども，町内の，27年度の実績でいきますと32業者の業者の方が

販売等を行っているということでございます。で，その中でも特に多いのがですね，量販店で

ありますとホーマックさんが非常に多いというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員（久保谷充君） 今年。 

○環境政策課長（柳生典昭君） 今年です。今年もホーマックさんが。 

○委員（久保谷充君） 27年ちゅったんじゃないの。 

○環境政策課長（柳生典昭君） 28年度もホーマックさんがほぼ半分，半分まで行かないです

けども，半分近くを占めているというような状況でございます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） それでは，質疑なしと認め，衛生費の環境衛生費の質疑を

終結いたします。 

 続きまして，消防費の消防費，130ページから135ページについて，委員各位の質疑を許しま

す。 

 難波委員。 

○委員（難波千香子君） 134ページの，概要にも載っておりますけれども，消防機械力整備

事業についてお聞き，まずしたいと思います。今回は第３分団の車両を更新するということで

ありますけれども，こういったのは，今後も続く予定でしょうか。15台あるわけですね。見通

し等含めて将来的なこともお伺いしたいと思います。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白

石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。消防団車の更新ということで，御指摘
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のとおり，29年度は第３分団の車両を更新する予定でございます。消防分団車につきましては，

15分団ありますので，当然各分団１台，15台の車両がございます。事務局のほうでは，この更

新の今後の見通しについて，一応20年という目安を持っております。メーカー側では十五，六

年という指摘がございますが，一応事務局のほうでは20年，経過20年で買い替えの措置をとっ

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 難波委員。 

○委員（難波千香子君） わかりました。じゃあ，今年度，29年度は第３分団。で，これで大

体もうほぼ，来年度も順次，毎年１年１台ずつというような状況なんでしょうか。それとも。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） 先ほどの20年で買い替えというサイクルで申し上げますと，

29年度は申し上げた第３分団の車両，30年度には第９分団の車両が20年を超えてるものでござ

います。以後，各年度１台ずつぐらいで更新は考えております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 柴原委員。 

○委員（柴原成一君） 今の難波委員の質問と関連なんですが，その更新した前の車両は，ど

ういうふうに処理するんでしょうか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） お答えします。消防本部からの流れで申し上げますと，ここ

数年，四，五年は，新車，車両を買ったときには，前に持っていた車両は廃棄という形になっ

ているということです。消防団が十数年前に統合されたときですね，それなりの余ったという

か，各分団１台になったので，使わなくなった車両とかポンプが発生したときがあります。そ

のときは，国際交流協会等のつてを伝って，東南アジア等に送った車両もあるというふうに聞

いております。今現在は，基本的には新車を買うときは，前の車は廃棄ということにしており

ます。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 海野委員。 

○委員（海野隆君） 133ページ。今年もですね，全国消防操法大会事業，これ今回は女性消

防団でしたっけが行くということなんですけど，これ具体的に日程って決まってるんですか。

もし日程が決まっていれば教えてください。 
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○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白

石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。29年度の消防団女性部の全国大会は９

月の30日，はい，土曜日でございます。場所が秋田県秋田市のこまちスタジアムで行うという

ことで決まっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 平岡委員。 

○委員（平岡博君） 138ページですね。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 138ページは，今，審議しておりません。いいですか。 

 久保谷実委員。 

○委員（久保谷実君） 130ページ，消防費，常備消防費５億5,800万ですか。これ合併して，

合併っつうか統合っていうんですか，で約２年ですか。これ単独でやってるときと，お金の比

較はどうなってますか。それから，この５億5,000万という数字が出てくる根拠っていうか，

その負担金の割合はどういう計算方法でやってくるのか。２点だけお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答え申し上げます。広域化に編入する前と後という

ことで，今はまだ年度途中ですので，決算ベースで申し上げますと，統合前，阿見町消防本部

時代ですね，阿見町消防本部時代の常備消防費につきましては，決算額が５億8,200万，約５

億8,200万。統合後ですね，平成27年度の常備消防費の決算額が約５億7,000万ということで，

引きますと，約1,290万，こちらのほうが，ほぼ人件費としての削減額ということになってお

ります。 

 この常備消防費につきましては，御存じのとおり，稲敷地方広域市町村圏事務組合の構成７

市町村，阿見町を含めて７市町村で拠出しているという取り決めになってございます。こちら

は，組合の規約に載っております。今年度も約５億5,800万の予算を計上しているんですけど

も，このほとんどがいわゆる人件費ということになっております。そのほかに，人件費のほか

にですね，いろいろ車両の整備費ですとか，それからデジタルの整備の負担金とか，その他負

担金等もろもろございますが，９割以上の金額が，こちらの人件費ということになっておりま

す。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 久保谷実委員。 
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○委員（久保谷実君） 単独のときと1,200万安くなってると。これ非常に，お金で見ればい

いことなんですけども，阿見町の消防に配属されている人数は，単独のときとどうなんですか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） 今年度当初の人数で申し上げますと，稲敷広域消防本部，本

部とそれから各署合計の職員数が401名，そのうちで阿見消防署に配属されてる方が51名，全

体の12.7％となっております。単独の消防本部時代の職員数ですか。これが，ちょっと統合前

の数字，ちょっと把握しておりませんので，後で調べて。 

○委員（久保谷実君） 後でお願いします。もう１点。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷実委員。 

○委員（久保谷実君） 何でもやれば，メリットとデメリットがあるというのは当たり前だと

思うんですけども，この消防についての，なかなか言いづらいでしょうけど，デメリットとい

うのは，何か感じてますか。メリットはもうさんざん聞いたから，いいですから，デメリット。

町民の声でもいいし，自分が感じたことでもいいんだけども，あれば。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） メリットと言われれば言いやすいんですけど，なかなかデメ

リットとなると，行政側の立場としては言いづらいんですけども，担当レベルで申し上げます

と，確かに阿見町消防本部時代は，顔の知れてる方が結構いらっしゃったので，ささいなこと

でもすぐ電話をして聞ける仲だったんですけど，今はもう，阿見消防本部の阿見町消防本部時

代の職員が各署に散らばっておりますので，当然，今の阿見署も，もとの阿見消防の職員は，

もう本当に少ないです。そういった中で，業務上，ちょっと確認したいなということで，前ま

でどおりには気安く聞けなくなったというところは，確かにあります。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 久保谷実委員。 

○委員（久保谷実君） これ全体的じゃないですよ。救急車が来るのが，前より遅くなったと，

時間がかかるという声を聞くんですけども，その点は何か時間的なことを調べてるとか，以前

と比べてどうのってことがありますか。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） 久保谷議員御指摘の時間，到着時間というのは，そこまでち

ょっと，ごめんなさい，捉えてないんですけども，単純に出動数ですか，火災と救急と，それ

はちょっとデータではございますので，申し上げます。統合前というか，うちのほうで把握し

ている27年度と28年度の数字なんですけども，よろしいでしょうか。はい。 

 平成27年度で申し上げます。火災の発生件数が稲敷広域管内で年間で81件，それから救急の
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出動回数が平成27年度，合計１万2,756回。火災の発生件数81件のうち，阿見町での火災の発

生件数は14件，割合で17.2％でございます。救急の出動回数については，先ほどの１万2,756

回のうち，阿見町では2,076回，16.2％となっております。 

 それから，平成28年度で申し上げますと，まだ年度途中ですので，データは９月の末の数字

ということで捉えてください。火災に関しては，稲敷広域管内全体で52件。そのうちで阿見町

で９件。比率で申し上げますと17.3％。それから，救急出動については，合計で9,539件，そ

のうちで阿見町が1,541件，パーセントで16.1％ということになっております。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございませんか。 

 久保谷実君。 

○委員（久保谷実君） 件数についてはわかりました。これおもしろいっつったら非常に申し

わけない話だけど，パーセンテージはぴったりなんだね。びっくりした。１年間トータルして

も，途中でとっても。 

 ただ，やはりそういう声がある以上，救急車，消防車も含めてそうかもしれないけども，町

民が安心するためには，ぜひ課長，これよ，単独のときと比べて，すぐ統計は出るでしょうか

ら。これ町民にとっては，はっきり言えば，ほかの市町村よりは阿見町のほうが大事なわけで

すから，だから，統合して，お金は1,200万安くなったよ，時間も全然かわんないよと，いや

まして前より早くなったよと，そうなれば，最高の統合だったわけだよね。だから，ぜひそこ

を，数字で，後でいいから調べてください。 

 それから，もう１点，これは17.3と16.2という数字が出たんで，この全体の経費ありますよ

ね，稲敷消防署の全体の経費っつうか負担金を７町村から集めたお金の中で，この５億5,800

万という数字は何％になっているのか。これもちょっと後でお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） 今，資料をちょっと持ちそろえておりませんので，先ほどの

分とあわせて後で御報告します。 

○委員（久保谷実君） はい，お願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） いいですか。後で調べて報告してください。 

 えーと……。 

○委員（石引大介君） 石引です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） どうぞ。 

○委員（石引大介君） すいません，ちょっと１点お伺いしたいんですが，131ページの部分

の時間外勤務手当なんですが，こちら職員２人に対して168万2,000円ということで，ほかのち
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ょっと予算書の中から見ると，かなり多くなっているっていうのが気になるんですが，業務的

に余りにも過大に負荷がかかっているとか，そういったことなどがあるのかどうか，ちょっと

お伺いできればお願いします。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。交通防災課長白

石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。こちら消防係の分の時間外の経費でご

ざいます。年度当初の金額としては，昨年度の当初の金額とほぼイコールの金額です。ただ，

28年度については，御存じのとおり，全国大会に消防団が出場した関係で，それに関する時間

外も相当発生しましたので，９月の議会で補正予算を組まさせていただいております。 

 消防係で，御存じのとおり，業務としては現場対応，当然火災等にも出動しますし，土日，

夜間の会議，研修事業，こういったものが結構あります。当然土日の出動分については，規定

の時間外ではなくて，休日対応，こういったところを基本としておりますが，それ以上に出た

分については，当然時間外分が発生します。 

 交通防災課の業務は，当然災害それから火災も含めて，基本的には火災は担当の２人で対応

しておりますが，その２人も常時役場等にいるわけではなく，また夜間それから休日にも対応

しなければならないというところがありますので，交通防災課は消防係だけではなくて，防災

係それから防犯係，こういったところの職員も含めて全員体制で取りかかっているという部分

も御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○予算特別委員長（吉田憲市君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，消防費の消防費の質疑を終結いたします。 

 続きまして，教育費，182ページから183ページ，保健体育事業費について，委員各位の質疑

を許します。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，教育費，保健体育事業費の質疑を終結い

たします。 

 続きまして，公債費の公債費，187ページについて，委員各位の質疑を許します。 

 187ページです。これはあるでしょう。質疑ございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，公債費の公債費の質疑を終結いたします。 
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 続きまして，諸支出金の基金費，187ページから188ページについて，各委員の質疑を許しま

す。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算特別委員長（吉田憲市君） 質疑なしと認め，諸支出金の基金費の質疑を終結いたしま

す。 

 これをもって，議案第28号，平成29年度阿見町一般会計予算うち総務所管事項の質疑を終結

いたします。 

 以上をもちまして，本日の予算特別委員会を閉会いたします。 

 次回は，明日，午前10時から民生教育所管事項の審議を行います。御苦労さまでございまし

た。 

午後 １時３５分散会 
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